
　

町
税
は
、定
め
ら
れ
た
期
限（
納

期
限
）
ま
で
に
、
納
税
者
の
皆
さ

ま
に
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。
し
か
し
、
一
部
に
納

め
な
い
人
が
い
る
こ
と
も
事
実
で

す
。

　

滞
納
は
、
納
税
者
に
と
っ
て
不

利
益
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

町
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
に
な

り
ま
す
。
滞
納
を
整
理
す
る
た
め

に
は
多
額
の
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
こ
の
費
用
も
、本
来
は
福
祉
・

教
育
・
土
木
事
業
な
ど
に
使
わ
れ

る
べ
き
貴
重
な
税
金
か
ら
支
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
滞
納
は
、
納
期
限
ま
で

に
納
税
し
て
い
る
大
多
数
の
納
税

者
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
収
入
や
財
産
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
納
税
を
し
な
い
人

に
は
、
き
然
と
し
た
態
度
で
滞
納

処
分
を
執
行
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
が
遅
れ
れ
ば
、
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
、
本
税
同
様
に

滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
相
談
・
問
合
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
８
（
直
通
）

 差押えた不動産を
売却します

産を 不動産合同公売

２2015. ９

　

町
で
は
、
納
税
義
務
を
果
た
し

て
い
る
人
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
町
税
滞
納
者
に
対
し
て
財
産

の
差
押
え
を
行
っ
て
い
ま
す
（
平

成
26
年
度
差
押
え
件
数
３
７
３

件
）。

　

公
売
と
は
、
税
金
に
滞
納
が
あ

る
た
め
差
押
え
た
不
動
産
を
入
札

に
よ
り
売
却
し
、
そ
の
代
金
を
滞

納
し
て
い
る
税
に
充
て
る
も
の
で

す
。

　

県
お
よ
び
中
部
地
区
の
市
町
村

と
同
一
の
時
間
・
会
場
で
、
合
同

に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
財
務
課
税
務
室
窓

口
の
公
売
案
内
、
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w
w
.tow
n.yoshioka.

gunm
a.jp/

※
公
売
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
公
売
期
日　

11
月
26
日
㊍

▼
公
売
場
所

群
馬
県
前
橋
合
同
庁
舎
敷
地
内

群
馬
県
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー

（
前
橋
市
上
細
井
町
２
１
４
２-

１
）

▼
問
合
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
８
（
直
通
）

売却区分番号 所在地 種別 地目・種類 地積・床面積（㎡） 最低公売価額及び公売保証金

吉岡町 -1

大字上野田字小井出1256 番199
大字上野田字小井出1256 番 221
大字上野田字小井出1256 番地199、1256 番地 221
大字上野田字小井出1256 番地199

土地
土地
建物
建物

宅地
宅地
居宅1
居宅 2

191.10
31.02

1階 66.24　2階 31.46
1階 24.79

最低公売価額
公売保証金

2,100,000 円
210,000 円

吉岡町 -2 ★ 大字北下字住159 番 土地 田 222.00
最低公売価額
公売保証金

882,000 円
90,000 円

吉岡町 -3 ★ 大字上野田字八反田160 番 土地 田 1454.00
最低公売価額
公売保証金

2,338,000 円
240,000 円

※公売保証金とは、国税徴収法で定められているもので、入札する前に売却区分ごとに執行機関へ納付しなければなりません。公売保証金の金額は、見
積価額の10分の 1以上と定められており、納付された公売保証金は、落札できなかった場合、原則として公売終了後に全額返還されます。
※落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公
売保証金は没収となり返還されません。

★吉岡町 -2、3は、農業委員会が交付する買受適格証明書が必要になります（証明書発行まで２カ
月程度を要する場合がありますので、早めの申請をお願いします）。不動産公売物件

滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す

〜
滞
納
は
放
置
せ
ず
、
必
ず
納
税
相
談
を
！

平成２６年度
差押え処分実施件数

不動産

債　権

その他

合　計

８

３５９

６

３７３



〜
国
保
加
入
の
皆
さ
ま
へ
〜

け
ん
こ
う
講
座
の
ご
案
内

３ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

今月の納税今月の納税
町県民税
国民健康保険税
介護保険料　　　　　 …3期

後期高齢者医療保険料　　　

納期限9月30日㊌
コンビニエンスストアでも納付できま
す。また、便利で確実な口座振替もご
利用ください。

　

新
し
い
保
険
証
は
、一
般
被
保

険
者
、退
職
被
保
険
者
と
も
に「
緑

色
」で
す
。退
職
被
保
険
者
の
保
険

証
に
は「　

」の
文
字
が
印
刷
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

９
月
中
旬
に
各
世
帯
主
あ
て
に

送
付
さ
れ
ま
す
。現
在
の
保
険
証

は
、10
月
１
日
以
降
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
。役
場
窓
口
に
ご
返
却
い

た
だ
く
か
、ご
自
分
で
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら

　

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、

人
数
分
の
保
険
証
が
あ
る
か
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、退
職
や
就
職
、転
入
・
転

出
な
ど
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
の

加
入
や
離
脱
に
は
、届
け
出
が
必

要
で
す
。異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

国
保
税
を
滞
納
す
る
と

　

通
常
の
有
効
期
限（
１
年
間
）よ

り
期
間
が
短
い「
短
期
被
保
険
者

証
」や「
資
格
証
明
書
」を
交
付
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。資
格
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、

医
療
費
は
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　
　

　

保
険
税
の
納
付
は
保
険
証
の
発

行
に
も
関
わ
り
ま
す
の
で
、納
期

限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）　

　

町
国
保
加
入
の
皆
さ
ま
を
対
象

に『
か
ら
だ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
講
座
』

を
開
催
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
、健

康
な
体
づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象
者　

40
〜
69
歳
の
町
国
保

加
入
者
で
、運
動
制
限
の
な
い
人

※
特
定
健
診
受
診
者
、メ
タ
ボ
リ

ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
予
備
群
の
人

が
優
先
さ
れ
ま
す
。

▼
日
程（
各
コ
ー
ス
10
回
。ど
ち
ら

か
の
コ
ー
ス
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。）

Ａ
コ
ー
ス　

９
月
24
日
㊍
・
10
月

1
日
㊍
・
8
日
㊍
・
13
日
㊋
・
20
日

㊋
・
27
日
㊋
・
11
月
2
日
㊊
・
10
日

㊋
・
17
日
㊋
・
24
日
㊋

Ｂ
コ
ー
ス　

12
月
11
日
㊎
・
18
日

㊎
・
25
日
㊎
・
１
月
14
日
㊍
・
21
日

㊍
・
28
日
㊍
・
２
月
4
日
㊍
・
12
日

㊎
・
18
日
㊍
・
25
日
㊍

▼
時
間　

午
後
３
時
〜
４
時（
初

回
の
み
２
時
〜
４
時
半
）

▼
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

▼
内
容　

歩
き
方
の
基
本
、忙
し

く
て
も
で
き
る
プ
チ
体
操
な
ど

▼
定
員　

20
人（
※
優
先
者
有
）

▼
申
込
み
期
間　

９
月
９
日
㊌
〜

15
日
㊋（
※
日
曜
日
を
除
く
）

▼
申
込
み
先　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
54
・
７
７
４
４（
直
通
）

　
「
10
年
の
後
納
制
度
」は
、過
去

10
年
間
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
仕
組
み
で
す
。（
本
来
、国
民
年

金
保
険
料
は
２
年
経
過
す
る
と
時

効
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。）こ
の
制
度
を
利
用
す
れ

ば
、将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
「
10
年
の
後
納
制
度
」は
、９
月

30
日
㊌
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

●
後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

申
込
み
が
必
要
で
す
。（
※
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
な
ど

は
後
納
制
度
の
利
用
不
可
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
１
１
・
０
５
０

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７

国
民
健
康
保
険

10
月
１
日
㊍
か
ら
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

退

見　本

国
民
年
金
保
険
料

「
10
年
の
後
納
制
度
」は

９
月
30
日
㊌
ま
で
で
す

　

記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る
と
き

は
、保
険
室
へ
連
絡
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

終
了
後
、10
月
１
日
か
ら
３
年

間
に
限
り
、過
去
５
年
間
に
納
め

忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
る「
５
年
の
後

納
制
度
」が
始
ま
り
ま
す
が
、10
年

の
後
納
制
度
よ
り
も
納
付
で
き
る

期
間
が
短
く
、保
険
料
の
加
算
額

が
高
く
な
り
ま
す
。



　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
を
受

付
け
て
い
ま
す
。
受
付
期
限
は
、

12
月
３
日
㊍
ま
で
で
す
。
お
早
め

に
申
請
く
だ
さ
い
。

　

対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
申

請
書
を
送
付
済
み
で
す
。
送
付
さ

れ
て
い
な
い
人
で
も
所
得
の
変
更

な
ど
に
よ
り
該
当
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
を
し
た
人
で
も
、
審
査
の

結
果
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
給
付
金
受
給
後
で

も
、
対
象
と
な
る
資
格
を
有
し
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
給
付

金
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
す
れ

ば
、
町
か
ら
の
情
報
を
ど
な
た
で

も
受
信
で
き
ま
す
。（
登
録
は
無

料
で
す
が
、
受
信
な
ど
に
要
す
る

パ
ケ
ッ
ト
通
信
料
は
登
録
者
負
担

で
す
。）

　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

の
受
付
期
限
は
、
12
月
１
日
㊋
ま

で
で
す
。

　

児
童
手
当
の
現
況
届
が
未
提
出

の
人
、
職
場
か
ら
児
童
手
当
を
受

給
し
て
い
る
公
務
員
の
人
で
給
付

金
申
請
の
未
提
出
の
人
は
お
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
詳
し
く
は
広
報
８
月
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

　

狂
犬
病
の
予
防
注
射
は
、一
年

に
一
回
受
け
る
こ
と
が
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、新

た
に
犬
を
飼
う
場
合
は
、犬
の
登

録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
各
地
区
を
巡
回
し
、犬

の
登
録
と
予
防
注
射
を
行
い
ま

す
。ご
都
合
の
よ
い
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、登
録
済
み
で
注
射
を
済

ま
せ
て
い
な
い
人
に
は
注
射
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

　

平
成
27
年
４
月
以
降
に
狂
犬
病

予
防
注
射
が
済
ん
で
い
る
人
に

は
、通
知
書
が
届
き
ま
せ
ん
。

【
注
意
事
項
】

①
注
射
会
場
で
は
、常
に
飼
い
主

が
犬
を
お
さ
え
ら
れ
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

②
登
録
さ
れ
た
愛
犬
に
変
更
事
項

（
死
亡
・
住
所
異
動
）が
あ
っ
た
場

合
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

巡
回
し
て
予
防
注
射
を
行
い
ま
す

申
請
を
お
忘
れ
な
く

臨
時
福
祉
給
付
金・子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

よ
し
お
か
ほ
っ
と
メ
ー
ル

情
報
メ
ー
ル
で
安
心
安
全
を
サ
ポ
ー
ト

４2015. ９http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

実施会場 時　間
小倉集会所   9:00 ～   9:20

役場北駐車場   9:30 ～ 10:10

木戸集落センター 10:20 ～ 10:35

大久保集落センター 10:50 ～ 11:05

駒寄住民センター 11:15 ～ 11:30

漆原文化センター 11:40 ～ 11:55

実施日 10月31日㊏ ご都合のよい会場へお越しください。

●注射のみ

●新規

3,400円

6,400円

●注射のみ

●新規

3,400円

6,400円

料金表料金表

注射 2,850 円、
注射済票手数料 550 円

登録手数料 3,000 円

操作や登録で
分からないことは

平日 午前9時～午後５時

コールセンター
☎0570-055-783へ

登
録
は
こ
ち
ら
か
ら

パ
ソ
コ
ン
の
人
は U

RL https://service.
sugum

ail.com
/yoshioka/m

em
ber/

●
災
害
・
緊
急
情
報

●
気
象
情
報
　
●
火
災
情
報

●
防
犯
・
見
守
り
情
報 

な
ど

配信情報

　

狂
犬
病
の
予
防
注
射
は
一
年
に

一
回
受
け
る
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。



入所希望の人は
必ず申込みをして
ください！

　

募
集
案
内
・
入
所
申
込
書
は
健

康
福
祉
課
福
祉
室
、
町
内
各
保
育

所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

申
込
受
付

※
申
込
み
は
必
ず
役
場
で
お
願
い

し
ま
す
。
各
保
育
所
で
は
、
受
付

け
で
き
ま
せ
ん
。

※
平
成
28
年
度
中
の
入
所
を
希
望

す
る
人
は
す
べ
て
期
日
中
に
申
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
出

生
前
の
お
子
さ
ま
、
転
入
予
定
の

人
も
申
込
み
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
と
対
象
地
区

【
10
月
13
日
㊋
】　

小
倉･

上
野
田

･

上
野
原･

下
野
田･

北
下･

南

下
・
陣
場

【
10
月
14
日
㊌
】　

寺
下･

寺
上･

溝
祭･

駒
寄･

漆
原
西･

漆
原
東

【
10
月
15
日
㊍
】　

13
・
14
日
に
都

合
が
つ
か
な
い
人

▼
時
間

午
前
９
時
〜
11
時
30
分

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

▼
場
所　

役
場
二
階 

大
会
議
室

▼
そ
の
他　

受
付
日
に
都
合
が
悪

い
人
は
10
月
16
日
㊎
〜
30
日
㊎
の

期
間
に
福
祉
室
窓
口
に
て
受
付

※
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
定
員
な
ど
の
都
合
に
よ
り
入
所

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
に
必
要
な
も
の

①
支
給
認
定
申
請
書
兼
保
育
関
係

施
設
利
用
申
込
書
、父
母
の
勤
務
、

パ
ー
ト
証
明
を
事
業
所
で
受
け
て

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
農
業
や
家

族
の
経
営
す
る
事
業
に
携
わ
っ
て

い
る
場
合
は
、
家
族
以
外
の
人
の

証
明
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

②
そ
の
他
、
母
親
が
就
労
中
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
直

近
の
給
与
支
払
明
細
書
、
採
用
決

定
通
知
書
の
コ
ピ
ー
な
ど
）
が
あ

れ
ば
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
入
所
承
諾
に
つ
い
て

仮
承
諾
通
知
ま
た
は
不
承
諾
通
知

を
１
月
中
に
郵
送
予
定

▼
在
所
児
童　

28
年
度
も
引
き
続

き
保
育
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合

は
継
続
申
込
書
（
10
月
頃
保
育
所

を
通
じ
て
配
布
）
を
各
保
育
所
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

入
所
の
基
準

※
保
護
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
全
員

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
た

め
、
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
児
童
。

①
家
庭
外
で
仕
事
を
し
て
い
る

②
家
庭
内
で
当
該
児
童
と
離
れ
て

日
常
の
家
事
や
育
児
以
外
の
仕
事

を
し
て
い
る

③
妊
娠
中
ま
た
は
、
出
産
後
間
も

な
い
（
出
産
前
後
２
カ
月
ま
で
）

④
病
気
や
け
が
を
し
て
い
る
か
、

心
身
に
障
害
が
あ
る

⑤
同
居
の
親
族
に
病
人
な
ど
が
い

て
、 

常
に
介
護
に
あ
た
っ
て
い
る

５ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

新
入
所
児
の
申
込
み
を
受
付
け
ま
す

平
成
28
年
度
　
保
育
所
に
入
所
を
希
望
す
る
人
へ

◆申込方法
①～⑥までの内容を記入し（様式自由）、封書で82円切手を
同封してお申込みください。
①代表者氏名・年齢　　②住所　　③電話番号
④参加区分（個人・団体の別を記入）
⑤出店内容（販売するものの内容）
⑥町内在勤者は勤務先・連絡先
※応募者多数の場合は抽選とし、結果は通知します。
申込み・問合せ先
〒370－3692 吉岡町下野田 560  町民生活課生活環境室
申込締切 ９月18日㊎当日消印有効
そ の 他 飲食物は、 販売できません。

◆
①
同
①
④
⑤
⑥
※
◆申
〒
◆申
◆そ

◆募集区画 18 区画
◆対　　象 町内在住・在勤の人

　
　
　
　
　

◆

フリーマーケット
出店者募集

よしおかふるさと祭りよしおかふるさと祭りよよよよ10/11㊐
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